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衆
議
院
議
員
原
陽
子
君
提
出
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
令
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
に
よ
る
特
別
の
措
置
の

対
象
と
な
る
都
市
開
発
事
業
の
一
環
と
し
て
整
備
さ
れ
る
べ
き
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
、
代
表
的
な
も
の
を
法
律

に
例
示
し
、
そ
の
他
の
も
の
を
政
令
に
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
律
に
規
定
す
る
公
共
施
設
と
政
令
に
規
定
す
る
公
共
施
設
と
の
間
に
、
法
令
上
の
効
果
の
違
い
は
な
い
。

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
河
川
工
事
は
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
八
条
の
「
河
川
の
流
水
に
よ
つ
て
生
ず
る

公
利
を
増
進
し
、
又
は
公
害
を
除
却
し
、
若
し
く
は
軽
減
す
る
た
め
に
河
川
に
つ
い
て
行
な
う
工
事
」
で
あ
る
。

河
川
工
事
、
砂
防
工
事
、
地
す
べ
り
防
止
工
事
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
を
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
に
よ
る
無
利

子
貸
付
け
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
工
事
の
施
行
に
よ
る
防
災
性
の
向
上
や
河
川
環
境
等
の
整
備
・
保
全
が
都

市
の
再
生
を
図
る
た
め
の
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
る
上
で
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

御
指
摘
の
土
砂
災
害
、
地
す
べ
り
災
害
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
災
害
が
予
測
で
き
る
と
こ
ろ
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
に
当

一



た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
砂
防
工
事
、
地
す
べ
り
防
止
工
事
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
を
適
切

に
施
行
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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